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令和７年度上半期（令和７年４月１日～令和７年９月３０日）における経営情報をお知らせいたします。

◆　貸借対照表（主な項目） （単位：百万円）

１，９７９ １，６４２ １１６，４８２ １１４，０８４
５０，４３４ ４７，６１３ １４９ １７８

５ ５ １０ ８
９，９３１ １０，８４９ ７８ ８７

５８，９２８ ５８，４６６ － －
９００ ９６５ ５ ５

１，４３５ １，４１２
１５９ １７０ ４１５ ４０５

５ ５ ６，６３９ ６，６８７
△２６０ △３４５ △２６３ △６７２

１２３，５２０ １２０，７８６ １２３，５２０ １２０，７８６

◆　損益計算書（主な項目） （単位：百万円） ◆　自己資本の充実状況 （単位：百万円、％）

経常収益 ７２６ ７７１ 普通出資又は非累　　　　　　　　　　　　　　　　　

業務収益 ５９３ ６８８ 積的永久優先出資　　　　　　　　　　　　　　　　　

資金運用収益 ５５０ ６４７ に係る組合員勘定　　　　　　　　　　　　　　　　　　

うち貸出金利息 ４４６ ４６８ の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

うち預け金利息 ３５ １１５
３９ ４９

役務取引等収益 ３９ ３９
その他業務収益 ２ １

臨時収益 １３３ ８２
経常費用 ５５１ ６０１

業務費用 ５１８ ５９２
資金調達費用 ２ ４６ 自己資本の額

２ ４６ (（イ ）－ （ロ ）） （ハ）

役務取引等費用 ２６ ２７
その他業務費用 ０ １０

― ―
経　　　費 ４８８ ５０８

臨時費用 ３３ ８
― ―

経常利益 １７４ １６９
業務粗利益 ５６３ ６０４ 自己資本比率

業務純益 ７５ ９６ 　（ （ハ） / （二） ）

（実質業務純益） （７５） （９６） 
（コア業務純益） （７５） （１０６） （注） 「オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額」は、

（７５） （１０６） 直前３月期決算の計数を使用しております。

特別利益 ― ０
特別損失 １ ０
税引前当期純利益 １７２ １６９

１２ ２２
法人税等調整額 ― ―
当期純利益 １６０ １４７

資 産 令和６年９月末 令和７年９月末 負 債 ・ 純 資 産 令和６年９月末 令和７年９月末

現 金 預 金 積 金
預 け 金 そ の 他 負 債
買 入 金 銭 債 権 退 職 給 付 引 当 金
有 価 証 券 そ の 他 引 当 金
貸 出 金 繰 延 税 金 負 債
そ の 他 資 産 債 務 保 証
固 定 資 産
繰 延 税 金 資 産 出 資 金
債 務 保 証 見 返 利 益 剰 余 金
貸 倒 引 当 金 その他有価証券評価差額金

合 計 合 計

科 目 令和６年９月末 令和７年９月末 項　　　　　　　　目 令和６年９月末 令和７年９月末

７，０５５ ７，０９２

コア資本に係る基礎
項目の額に算入され
る引当金の合計額

７０ ７１うち有価証券利息

コア資本に係る基礎
項目の額　（イ）

７，１２６ ７，１６４

コア資本に係る調整
項目の額　（ロ）

５ ４

３４，３７８ ３４，２６１

７，１２０ ７，１５９
うち預金利息

信用リスク・アセット
の額の合計額

３２，３２６ ３２，５１５

（投信解約損益を除く
コア業務純益）

２０．７１％ ２０．８９％

法人税、住民税及び事業税

一般貸倒引当金繰入額 オペレーショナル・リ
スク相当額を８％で
除して得た額

２，０５１ １，７４５

うち個別貸倒引当金繰入額 リスク・アセット等の
額の合計額　（二）

経 営 情 報 （半期情報の開示について）



◆　有価証券の時価情報 ◆　貸出金業種別残高・構成比
当組合の有価証券運用につきましては、国債を中心に行って 当組合は、地元の皆さまからお預かりした預金は、

おり、リスクの把握や管理の難しい商品、ヘッジファンド等に 地元の皆さまへ還元しており、リスクを分散した

対する投資は行っておりません。 小口貸出を中心に、堅実経営を実践しております。

◎満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円） （単位：百万円、％）

うち益 うち損

（注）時価は、期末日における市場価格等に基づいております。

◎その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

うち益 うち損

「個人」には、業種が個人のほか、資金使途が住宅資

（注）貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。 金・個人消費資金等が含まれております。

◆　金利リスク量 （単位：百万円）

（注） 金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、

1,534 市場金利に影響を受けるもの（貸出金、有価証券、預金等）

が、金利ショックにより発生するリスク量を見るものです。

当組合での金利リスク量は、市場金利が１％上昇した場合に受ける影響額を算出しております。

◆　協金法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の保全・引当状況
令和７年９月期では下記の状況となっており、保全等に十分な対応を図っております。

（単位：百万円、％）

危険債権
要管理債権

三月以上延滞債権
貸出条件緩和債権

 正　常　債　権
 合　計　額
（注） １． 破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

２．

３． 「三月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金です。

４． 元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金です。

５．

６．

７． 「担保・保証等（Ｂ）」は、担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。

８． 「貸倒引当金（Ｃ）」は、「正常債権」に対する一般貸倒引当金を控除した貸倒引当金です。

金融再生法上の不良債権

金融再生法上の不良債権は６１億６０百万円となって ６１億６０百万円

おりますが、その９９．１５％（６１億７百万円）が引当 引当金等でカバー

金等でカバーされており、残り５２百万円に対しても、 ６１億７百万円

当組合は自己資本の額として７１億５９百万円を確保

しており、不良債権に対する備えは万全です。

未保全５２百万円に対する備え

　自己資本の額 ７１億５９百万円

（注）各計数は、表示単位未満を切り捨てて表示しておりますので、内訳と合計が一致しない場合があります。

区　　　　　　　分

協金法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 （注１）

（注7）

債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金です。

経営破綻の状態には至っていないが、財務状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息受取りができない可能性の高い債権です。

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６） （注8）

項　　目

令和７年９月末
業　　種　　別

令和７年９月末

貸借対照
表計上額

時　価 差　額
金　　額 構成比

建 設 業 11,401 19.5
国 債 － － － － － 卸 売 業 、 小 売 業 9,925
社 債 2,250 2,212 △ 37 － 37

17.0
製 造 業 5,941 10.2
運 輸 業 、 郵 便 業 5,019 8.6

2,804 △ 45 － 45
△ 7 － 7外 債 600 592

飲 食 業

1,677 2.9
1,013 1.7

合 計 2,850

農 業 、 林 業 424 0.7

不 動 産 業

宿 泊 業

417 0.7

項　　目

令和７年９月末

医 療 、 福 祉

307 0.5

取得原価
貸借対照
表計上額

差　額
物 品 賃 貸 業 186 0.3
そ の 他 5,234 9.0

地 方 公 共 団 体

国 債 6,272 5,432 △ 839 － 839

7,386

小 計 41,550 71.1
社 債 2,100 2,064 △ 35 － 35

100.0

9,529 16.3
外 債 200 197 △ 2 － 2 個人（住宅・消費・納税資金等）

877

12.6
株 式 14 103 88 88 － 合 計 58,466

債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、「要管理債権」、「危険債権」、「破産更正債権及びこれらに準ずる債権」以外のものに区分される債権です。

貸倒引当金 保 全 率 引 当 率
（Ａ）

合 計 8,587 7,798 △ 789 88

6,160 5,834 273 99.15 84.00

項　　　目 令和７年９月末
金利ショックに対する現在価値変動額

残 高 担保・保証等

1,192

（Ｂ） （Ｃ） （B＋C）/（Ａ） （Ｃ）/（Ａ―Ｂ）

75

－

100.00 100.00

－ － － － －
98.93

1,268

58,497

－
52,337

－ － － －

79.15

－

未保全 ５２百万円

4,891

－

4,641

－

197

－

不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え不良債権に対する備え



● 地方創生に向けた取組み

石巻市・東松島市と地方創生に向けた実効性の高い取組みを推進することを目的に「包括連携に関する協定」を締結しております。

今後も当組合と地方公共団体双方のノウハウや資源を有効に活用しながら、創業支援や産業振興など幅広い分野で連携を強化し、

地方創生の実現に向けた取組みを進めてまいります。

● ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）への取組み

地域社会の課題解決と持続可能な社会の実現を目指し「みやぎ・しんくみＳＤＧｓ共同宣言」を表明しております。地域経済活性化、

地域社会貢献、地域環境保全、人材育成を活動の基軸として、職員一人ひとりの認識を高めるほか、地方公共団体等との連携を

強化し、協同組織金融機関としての使命・役割を果たしてまいります。

● 文化的・社会的貢献に関する取組み

「しんくみピーターパンカード」の利用代金の一定割合を毎年継続して子ども育成会連合会等へ寄付を行い、その活動を支援して

おります。

また、渉外活動を通じた防犯パトロール活動、全営業店を「こども１１０番連絡所」にしている等、安心・安全な地域づくりに取り

組んでおります。

事業者の皆さまとの日常的・継続的な対話を大切にし、円滑な資金の供給と多種多様な相談に親身になって対応し「課題解決のホー

ムドクター」を目指します。そのために、地域の皆さまからの期待に応え信頼される人材の育成に努めるとともに、専門的な見識を持つ

外部機関や専門機関との連携を強化し、経営目標の実現や課題解決への支援を積極的に行い、地域の活性化に取り組んでまいります。

● 中小企業診断士による個別経営相談

事業者の皆さまが、日ごろから「興味がある」、「気になっている」、「不安に感じている」ことなどについて、中小企業診断士が専門的・

実践的な見地からアドバイスをいたします。

【経営相談の概要】

・毎月２回（事前予約制）

　相談日は月によって異なりますので、最寄りの営業店へお問い合わせ下さい。

・原則「無料」で相談できます。

● 外部機関と連携した専門家派遣

事業者の皆さまのニーズ・課題の内容に応じ、独立行政法人中小企業基盤整備機構、宮城県よろず支援拠点、宮城県中小企業

活性化協議会、宮城県事業承継・引継ぎ支援センターなどの外部機関と連携した専門家派遣等による経営支援を行っております。

● お客さま情報の定期的な確認について

当組合では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策の一環としてお客さまの現在情報を定期的に確認する取組みを

行っております。お客さまにおかれましては、こうした取組みにご理解いただき、当組合からの情報の確認依頼に対してご協力くださ

いますようお願い申し上げます。

● 特殊詐欺等の根絶に向けた取組み

預金口座を不正に利用した特殊詐欺、ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺等の犯罪の根絶に向けた取組みを強化することを目的として、

宮城県内１８金融機関と連携し、宮城県警察と「特殊詐欺等根絶に向けた相互協力に関する協定」を締結しております。

● キャッシュカードによるＡＴＭでのお取引の一部利用制限について

ＡＴＭの操作に不慣れな高齢者の振り込め詐欺等の被害を防止するため、一部のお客さまのＡＴＭ取引を制限させていただいて

おります。

● ＡＴＭの利用手数料「無料化」

当組合発行のカードで当組合のＡＴＭをご利用される場合は、土・日曜日・祝日等でも全ての方に無料でご利用いただけます。

● 苦情・相談窓口の設置

ご契約内容や商品等に関する相談・苦情・お問い合わせは、お取引のある営業店または下記受付窓口までお申し出下さい。

・受付窓口 石巻商工信用組合　総務部　　TEL　０２２５ - ９５ - ３３３３

・受付時間 ９時から１７時まで　（土・日曜日、祝日および当組合休業日を除く）

● 紛争等の解決措置

紛争の解決を図るため、弁護士会を利用することも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、上記の当組合総務部または、

下記受付窓口までお申し出下さい。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能となっております。

・受付窓口 全国信用組合中央協会　しんくみ相談所　　TEL　０３－３５６７－２４５６

・受付時間 ９時から１７時まで（土・日曜日、祝日および全国信用組合中央協会休業日を除く）

対象となるお客さま 制限の内容

 一日あたりのキャッシュカードでの「払戻」「振込」の

 お取引限度額が各々５０万円までとなります。

 キャッシュカードでの「払戻」のお取引ができません。

 キャッシュカードでの「振込」のお取引ができません。

 ７０歳以上で過去１年間キャッシュカードでの「払戻」がない方

 ７０歳以上で過去１年間キャッシュカードでの「振込」がない方

 ７０歳以上の方

地 域 貢 献 活 動

地 域 サ ー ビ ス の 充 実

お客さま保護への対応

中小企業への支援


